
第 26 号 議 案

　長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。

　　令和 8 年 3 月 11 日

長 崎 県 知 事　　平　　　田　　　　　　　研

長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例

　長崎県食肉衛生検査所設置条例（ 平成元年長崎県条例第11号） の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（ 名称及び位置）

第2条　食肉衛生検査所及びその支所の名称及び位置は次の表のとおりとす

る。

名称 位置

諫早食肉衛生検査所 諫早市

諫早食肉衛生検査所川棚支所 東彼杵郡川棚町

略

　（ 名称及び位置）

第2条　食肉衛生検査所及びその支所の名称及び位置は次の表のとおりとす

る。

名称 位置

川棚食肉衛生検査所 東彼杵郡川棚町

諫早食肉衛生検査所 諫早市

略

　　　附　則

　この条例は、令和8年4月1日から施行する。

　（ 提案理由）

　　川棚食肉衛生検査所の支所化に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。

条 50


